
議案第５号 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成２２年１１月３０日提出 

                    富津市長  佐久間 清 治   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律が国家公務員の育児休業等に関する法律の

一部を改正する法律（平成２１年法律第９３号）によって改正されたことに伴い、

職員の配偶者が育児休業している場合であっても当該職員が育児休業、育児短時間

勤務及び部分休業できるようにすること、及び一定期間に育児休業を取得した職員

に係る再度の育児休業取得条件を緩和する等のため、条例の一部を改正するもので

ある。 



   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年富津市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号とし、

第５号及び第６号を削り、同条の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間は、５７日間と

する。 

第３条中「第２条第１項」を「第２条第１項ただし書」に改め、同条第１号中「

第５条第２号に掲げる」を「第５条に規定する」に、「同号」を「同条」に改め、

同条第４号中「当該育児休業をした職員の配偶者（当該子の親であるものに限る。

）が３月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養

育したこと（当該職員」を「３月以上の期間を経過したこと（当該育児休業をした

職員」に、「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児休業」に改め、同

条第５号中「再度の」を削る。 

 第５条中「次に掲げる事由」を「育児休業をしている職員について当該育児休業

に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき」に改め、各号を削る。 

 第９条中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号とし、

第５号及び第６号を削る。 

 第１０条第１号中「育児短時間勤務を」を「育児短時間勤務（育児休業法第１０

条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。）を」に、「第１３条第２

号」を「第１３条第１号」に改め、同条第４号中「第１３条第３号」を「第１３条

第２号」に改め、同条第５号中「当該育児短時間勤務をした職員の配偶者（当該子

の親であるものに限る。）が３月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規

則で定める方法により養育したこと（当該職員」を「３月以上の期間を経過したこ

と（当該育児短時間勤務をした職員」に、「請求の際両親が当該方法」を「承認の

請求の際育児短時間勤務」に改める。 

 第１３条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

 第１８条中「次に掲げる職員」を「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規

定による短時間勤務をしている職員」に改め、各号を削る。 



第１９条第１項中「部分休業」の次に「（育児休業法第１９条第１項に規定する

部分休業をいう。以下同じ。）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する条例第３条第４号

又は第１０条第５号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ

改正後の職員の育児休業等に関する条例第３条第４号又は第１０条第５号の規定

により職員が申し出た計画とみなす。 

 


